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令和８年度採用 
兵庫県ユニバーサル推進課 

 
 

兵 庫 県 精 神 障 害 者 等 率 先 雇 用 事 業  

職 員 対 象 者 募 集 案 内 

 
この事業は、兵庫県（以下「県」という。）の職場で、精神障害者又は知的障害者を任用し、一般就

労へのステップとして、職業人としての知識の習得や職業能力の向上を図ることを目的としています。 
 

◇募集期間 

１月１４日（水） ～ ２月１３日（金）（消印有効） 
 

◇面接期間 

３月第２週目（3/9（月）～3/13（金））予定 

※ 面接日時、場所等につきましては、２月第４週目（2/24～2/27）に、履歴書に記載

されている支援機関先に本人宛の通知を送付します。 

 

◇選考結果 

３月第３週目（3/16（月）～3/19（木））予定 

※ 結果につきましては、上記期間内に、履歴書に記載されている支援機関先に本人宛

の通知を送付します。 

 

１ 募集内容 

（１）採用人数  １人 

（２）勤務場所  本庁（ユニバーサル推進課）〈神戸市中央区〉 

（３）任用期間  令和８年４月～令和９年３月31日までの１年間以内とする。 

（４）職務内容  ユニバーサル推進課の事務補助（文書受取、受付、発送準備、 

資料コピー、パソコン入力、電話受付等）とする。 
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２ 募集要件 

県が指定する期日までに履歴書を提出し、かつ、次の要件を全て満たす精神障害者又は 

知的障害者を対象とする。 

 

（１）精神障害者保健福祉手帳又は都道府県知事・政令指定都市市長交付の療育手帳を所持

していること。 

（２）当該職員をステップとして、企業等での一般就労を希望していること。 

（３）パソコンでワード、エクセルの操作ができること。 

（４）当該職員として勤務する体力を有すること。 

（５）業務内容に関する指示等の内容を理解できること。 

（６）就労支援事業所や障害者就業・生活支援センター等、支援機関による支援を受けられ

ること。 

（７）地方公務員法第１６条に規定する欠格条項のいずれかに該当しない方 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなく

なるまでの者 

イ 兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

 

３ 選考方法 

書類選考及び面接により行う。 

※面接は、本人単独で受けていただきます。 

ご本人の面接終了後、支援職員の方に日常活動の状況等をお聞きします。 

 

４ 申込先及び申込方法 

履歴書及び職務経歴書を下記担当あて郵送等して下さい（電子メールでデータのみの

送付も可）。 

電子メールで送付された場合は、面接日に正本を持参してください。 

なお、障害者手帳は、面接当日にご確認させていただきますので、募集時には送付い

ただく必要はありません。 

 
 

 

 

 

 

【担当】 

兵庫県ユニバーサル推進課障害者就労支援班 髙原 

〒６５０－８５６７ 神戸市中央区下山手通５－１０－１ 

ＴＥＬ：078-341-7711（内線 73650）  FAX ：078-362-9040 

e-mail： universal@pref.hyogo.lg.jp 
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５ 勤務条件等 

（１）基本報酬（地域手当に相当する報酬を含む。） 

  月額 １６９，１００円 

※基本報酬の額は、職務内容等に応じて一部変動する可能性があるほか、正規職員  

の給与改定を受けて変更されることがあります。 

（２）期末手当・勤勉手当 

年間計 4.65月（６月期 2.325月、12月期 2.325月（在職期間に応じた割落としあり） 

   ※任期が６か月以上、勤務時間が週 15時間 30分以上の方が対象 

   ※期末手当・勤勉手当の支給月数は正規職員の給与改定を受けて変更されることが 

あります。 

（３）通勤交通費 

正規職員に準じて、実費相当分を支給します。（支給限度額の設定あり） 

（４）勤務時間 

   週 29 時間（週４日） 

（５）休暇 

年次有給休暇（時間単位の取得が可能） 

その他、夏季休暇(有給・週３日以上勤務)等任用条件に応じた各種休暇 

（有給・無給）あり 

（６）社会保険 

健康保険、厚生年金保険、雇用保険 ※週の勤務時間等、要件を満たす場合に加入 

 

６ その他 

（１）受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明

した場合は、合格を取り消します。 

（２）地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒

処分等の対象となります。 

（３）日本国籍を有しない方も応募できますが、就職が制限される在留資格の場合には採用

されません。 

 

〔申し込み・問い合わせ先〕 

兵庫県ユニバーサル推進課障害者就労支援班 髙原 

ＴＥＬ：078-341-7711（内線 73650）  FAX ：078-362-9040 

e-mail：universal@pref.hyogo.lg.jp 


